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別記第 1 号様式

会派名 社会民主党 支
区 分 事 由 費

① 調査研究費
東京都庁 ・ 世田谷区・船橋市行政調 交通費

査（旅費） 資料作成費

会場費

2 研 修 費 交通費
-- ： 資料作成費

会場費

3 広 報 費
資料作成費

送料（折込料含む）

振込料

4ｷ 広 聴 費
会場費

資料作成費

5 要請 ・ 陳情活動費
交通費

資料作成費

6 会 議 費
会場費

資料作成費

7 資料作成費
印刷製本費

振込料

― ⑧ 資料購入費
法規追録代

有料データベ一ス等利用料

9 人 件 費 賃金

備品購入費
10 事務所費

印刷代

通信運搬 ・ 自動 電話料等（按分）
⑪ 
車燃料費 その他

使用者 共通 ’ ⑱ l支出年月日 2 0 1 8 年 1 月

{[) 

出 調 書
目 . 

旅費

調査委託費

講師謝金

旅費

食糧費

交通費

広報誌（紙）

ウェブページ掲載代

交通費

茶菓子代

廉費

振込料

交通費

振込料

翻訳料

参考図書代

振込料

社会保険料等

事務機器等リース代

振込料

‘郵便料等

現金出納簿
2 3 日

支出番号

:il() 

代表者

謳ヽ
• ~ — 

金 額
ヽ

112,860 自動車燃料費

振込料

、出席者負担金 ・ 会費

自動車燃料費

振込料

自動車燃料費

． 報告書等印刷費

ダ／

,<;SS•, 
・’・ ＇ ・ ,:,: ,: •,
.. 

" ヽ・ ・ ・・,•,•,•,•,··•·' 
｀灼：：,:• 

ヽ

茶菓子代

自動車燃料費

振込料

自動疇料費

自動車燃料費

筆耕料

新聞雑誌等購読料

振込料

消耗品等事務費

配送手数料

自動車燃料費（按分）

合 計

経理責任者 起案者

偽藁~ ⑰ 
小 計

112,860 

112,860 円



別記第 5 号様式

出張（調査等）申請書兼旅費請求書

支出番号 ダ／

会 派 会 長 様

申請代表者氏名 飛 田義昭 馨
下記の用務により出張（調査等） したいので申請するとともに、旅費を請求いたします。

記

ぐ
く ｝

[＂乞―― .i•い•i3r 

請求金額 1 1 2,860 円 ( 1 人あたり 37, . 620 円）

※別紙、旅費計算書のとおり
I 

庁舎内保育施設の行政調査のため（東京都庁）
-- -一·--···--．-- - --――•一—. . .•• -•--·--·. ,ｷｷｷ.ｷ... —-- ' ―． ●●-一-一·--'- -·---···- . •• 一-------- ---ｷ 一--.. --. 一_.,....... .. 雫....._. 臀..........___ 

目 的 子ども条例の制定経緯と運用についての行政調査のため（世田谷区）
-ｷ-ｷ----'ｷｷ 一· -· 一······-·· . -・__, , 雫__..... —··-····--• • --• . ' --―••一 · -·- -ｷ 一_ .. 量―•一·-·-··-·--., • -ｷ-ｷ ｷ-ｷ--ｷ--噌·--··..--ｷ--ｷｷ.. ｷ--ｷ-.. -噌·-·-·..ｷｷ 

保育士の処遇改善についての行政調査のため（船橋市）

:: 東京都庁（東京都新宿区）
•• 一r---•HHロ-----一--―--------

用務先 世田谷区役所（東京都世田谷区） ，
---.-—--—-· 一 ，--一-一---- . ' -·~ —··--· • • 一·——-—-~——-···-. ••••• 一·-―-··一•一ャー-⇔••••一――――-·······――--―•一·-·一··-··一-·-·····r-·一一.....-•• -•• 一··-·一--ヽ-·······-

船橋市役所（千葉県船橋市）

東京都庁（施設内保育施設の視察 ・ 調査）
ｷ-ｷｷ.  • •. i -ｷｷｷ 一•一 “” " ー・' ',, --. --—-··-—-p 一

内 合六 世田谷区（子ども条例の制定経緯 ・ 経過 • その後の施策等への反映について）
ー--――••一ー一“•一-- ---- —, ｷ-ｷ- ___ ,, __ , ----—— --一.• • • -• -----•• • • ----・ ＼ 一ー...…—---- -一一ーぃ―-·-一←● 』,___一•一—__, '--.. •••• 一···--

し

船橋市（保育士の処遇改善に取り組むまでの経緯と背景、処遇改善の内容 ・ 効果等）

期 間 2 O 1 8 年 1 月 30 日 '"'--'2 0 1 8 年 1 月 3 1 日（ 1 泊 2 日）

行 程 別紙行程表の通り

・ 飛田義昭 . 
・ 八重樫小代子 ,. 

' .... 

出張（調査等）者 ・ 飯塚裕一 . 
[(j 氏

~ ~ - -----... •• , .... 響··-―__..... , ,,_._心,_,,.,,,,___・--·---······心0 HOH 

名 . . 
-·-·~-ヤ,._・・--·-·心...-.... -. . 

ド•一--—. ----• • ----一·—• . ___ ,.,_ __ ,_, _ , _...._, ____ 
. . 

特記事項 —··--—-···--· 一---—:ｷ-ｷｷ--i---.. ｷｷｷ 一··-·-――····--:一 一-····-·—-―-一T.. 一—―――．一--一--··--·--―........___—·——m—-• . ' ----·-·-一•一·-··-―—··----―‘一·-·一-··•--,•'----:---:;-一一·-·-匹””

上記のとおり出張（調査等）

会脈会長 1 経理責任者

馨

を許可します。

麿
受

―許
一支

理

可

日

日

20 18 年

20 18 年

月
一＇
月

ー

1

22 日

22 日

出 日 2018 年 1 月 23 日

上記金額を受領しました。

2018 年 1 月 23 日 申請代表者氏名 飛 田義 三宣



平成29年度社会民主党行政調査行程表
1 行程

口 1 日目：平成30年1 月 30日（火） 東京都庁：都庁内保育所について

世田谷区：こども条例について

7:53 9:12 9:27 9:42 13:01 

13:14 13:24 16:00 ｷ16:30 16:38 16:44 

17:28 17:44 

卦
-
·

で
芦苺｝

口 2 日目：平成30年 1 月 31 日（水） 心師：保育士の処遇改蓋について
9:00 11 :00 11 :40 12:07 . 12:36 14:01 

2 調査者

[
i塁

3 名

飛田義昭 ， 議員（会長）

八重樫小代子議員

飯塚裕ー議員

3 調査項目

(1) 1 月 30日（火） 1 0 : 00~ 11 : 00 
東京都庁
．都庁内保育所について

(2) 1 月 30日（火） 14 : 00~ 1 6 : 00 
世田谷区
• こども条例について

(3) 1 月 31 日（水） 9: 00~11 : 00 
船橋市
・保育士の処遇改善について

4 連絡先

〇東京都議会局管理部総務課松原様
〒 163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1 号
TEL : 03-5320-7111 

0世田谷区議会事務局 山塚様
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷四丁目21 番27号
TE L : 03-5432-2778 

〇船橋市議会事務局 内藤様
〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2-10-25
TEL :047-436-3015 

5 その他



行政調査旅費計算書

会派名：社会民主党

参加議員：飛田義昭、八重樫小代子、 飯塚裕一

日 程：平成30年 1 月 30日（火） ,..._, 1 月 31 日（水）
行 先：東京都庁（東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号）

世田谷区役所（東京都世田谷区世田谷四丁目21 番27号）
船橋市役所（千葉県船橋市湊町 2-10-25) 

1 月 30 日 東 下 錦 小 ロ

.

.
 9

-
.. ”-

.i 
.. 

C
唸

3
 

線

子噂京国山 JR総務線

立~橋
J0.4 

駅, , 駅

~ グリーン

実費

東急田園
京王線 高 東急 東急 軒 都市線

宿戸五|井 '軒雪！子田 靡塁い之 南認子 糸は盟胃 u...,
6.1 

戸

3 .1 谷 1.9 ホ~~右
． 屋

町

駅駅駅駅駅駅

390※ 

駅

o
o
o
 

9

O

 

3

0

 

9

,

 

4

4

 

゜

※東京駅から船橋駅まで計算。
東京駅から東京都庁（新宿駅）、世田谷区（世田谷駅）への移動は交通雑費で対応。

3つ．そC’>‘

窟 頁 胃 I ' 
1 月 31 日

JR総務線 JR新幹線
— 快速 やまびこ

橋
久里浜行 牙. 51 号

山
23.2 226.7 

駅 駅 駅

運 賃 4,430 4,430 

急行料金 4,000 4,000 

グリーン

゜実 費

゜
交通費 16,820 16,820 

日 当 3,QQQ X 2日＝ 6,000 

宿泊費 14.,800 X 1 泊= 14,800 

L:,,.. 計 37,620 円 X 3名 = 112,860円［コ



別記第 6 号様式

出張（調査等）報告書兼旅費精算書

支出番号クI

会派会長様

下記のとおり出張（調査等）したので報告するとともに、受領 した旅費を精算（返納）いた します。

出張（調査等）議員名

・ 飛田義昭

・ 八重樫小代子

・ 飯塚裕一

ー

、
'

C
名

⑲一⑲一⑲

. 
]; ⑱ 

. ]!⑲ ' 

. ⑲ 

. ⑲ 

. ⑲ 

. ⑲ 

記

[5 

期 間 z'o 1 s 年 1 月 30 日 "'-'2018 年 1 月 3 1 日 (1 泊 2 日）

庁舎内保育施設の行政調査のため（東京都庁）
• . 、

目 的 子ども条例の制定経緯と運用についての行政調査のため（世田谷区）
--・--· . ' .. 、 · • -ｷｷ-ｷｷ-

保育士の処遇改善についての行政調査のため（船橋市）

東京都庁（東京都新宿区）＿
···-曇~“幽---···幽. -- -·- ' 一.'•.'—---―·――-----一---- '. . -ｷｷｷｷ... 一......一•一····--·—, ---' ---ｷｷｷ ー•••••一~ー-

用 務先 世田谷区役所（東京都世田谷区）
し . . . . 

船橋市役所（千葉県船橋市）

行 程 別紙行程表のとおり

別紙報告書のとおり
内容及び成果 -ｷ- - . . . . 

'. 

旅費精算 受領額 112,860 円 精算額 112,860 円 返納額 0 円

二1り::~:『i1 の内容を確iするとともにQ□□三□
※添付書類 ： 行程表、調査等先説明資料、要請 ・ 陳情書（写）、調査等先の名刺、写真、成果報告書他

⑰ 噂



平成29年度社会民主党行政調査行程表
1 行程

口 1 日目：平成30年 1 月 30日（火） 東京都庁：都庁内保育所について

世田谷区：こども条例について

7:53 9:12 9:27 9:42 13:01 

13:14 13:24 16:00 16:30 ｷ16:38 16:44 

17:28 17:44 

c
 □ 2 日目：平成30年 1 月 31 日（水） I [船橋市：保育士の処遇改善について

9:00 11 :00 11 :40 12:07 12:36 14:01 

c}
} 

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ................... , .......................................................................................................................................................................................................................... . 

2 調査者 3 名 : 3 調査項目

飛田義昭議員（会長） : (1) 1 月 30日（火） 10: 00~11 :. 00 
東京都庁

八重樫小代子議員 l ・都庁内保育所について

飯塚裕ー議員 : (2) 1 月 30日（火） 14: 00~16: 00 
世田谷区
• こども条例について

(3) 1 月 31 日（水） 9: 00~11 : 00 
船橋市
・保育士の処遇改善について

ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ........................................................................ , ....... : .......................................................................................................................................................................................................................... . 

4 連絡先 : 5 その他

〇東京都議会局管理部総務課 松原様
〒 163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1 号 l 
TEL : 03-5320-7111 

0世田谷区議会事務局 山塚様
〒 154-8504 東京都世田谷区世田谷四丁目 21 番27号
TEL : 03-5432-"'2778 

〇船橋市議会事務局 内藤様 . 
〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2-10-25
TEL :047-436-3015 



東京都庁内保育施設行政調査報告
2018 年 1 月 30 日（火）

東京都庁舎内保育施設「とちょう保育園」の現状について一

1 調 査 目的
2 0 1 7 年 6 月定例会での市長の所信表明では、「東日本大震災や原子力災害からの

復興 、 本市のさらなる発展、振興のためには 、 将来を担う子どもたちが心身ともに健や

かに育つことができる社会システムを構築することが最も重要であり 、 引き続き 、 子ど
もの健やかな成長を政策の基本に据える「子本主義 」 の立場で市政を運営していく。 」

との強い決意が語られている。

事業としては、保育料の無料化・ 軽減を進めるとともに、待機児童解消では 、 「ニコ

ニコ子ども ・ 子育てプラン」に、 2 0 1 5 年度から 2 O 1 9 度までの 5 か年で 1 7 0 0 

名分を確保するとの目標を定め取り組んできている。

(', 2015 • 16 年度の 2 年間では 、 計画数の 6 8 Q 名分に対し 、 計画を上回る 7 6 7 
‘ 怨亥

名分を整備し、 2 0 1 7 年度においても、 1 1 月現在 8 施設 、 4 O 3 名の整備を進めで

きている。

し かし 、 2 -0 1 7 年 1 0 月 1 日時点での待機児童数は 1 0 6 名と 、 依然として高い

状況にあり、今後待機児童解消に向け、計画の変更も含め、新たな追加施策などの取

り組みを進めてい＜必要がある。

さらに、今後進められようとしている国の政策が具現化していくと 、 より保育の需要が増加し、待機児

童数が増加してい＜ことが予想される。

・ 郡山市では、現在でも計画段階の数値を上回り 、 3桁の待機児童が出ている状況にあり、今後さらなる

悪化が想定される。施設の新たなる整備、計画の見直し等を図るなど、先行して対策を進めていかなけれ

ばならない。
/
— 

そこで、 都庁舎内に保育施設を設置した東京都に、行政調査を実施することと した。

2 「とちょう保育園」について
(1) 設置趣旨

〇民間事業者等における地域に開放した事業m 内保育所設置 を 促進 し、待

機児童解消を図るための シンボル的な取り組み として設置 D
（ 主管部局 ：都総務局 人事部、 関係部局： 一 政策企画局 、 福祉保健局、財務局 ）

〇育児期にある職員が仕事に専念できる職場環境づくり に寄与

( 2) 概要
① 設置日 ： 平成 2 8 年 1 0 月 1 日

② 設置類型：事業所内保育所 （新宿 区認 可）

③ 設置場所：都議会議事堂 1 階南側（約 5 0 0 面）

-1 -



④ 設置主体： 一般財団法人 東京都人材支援事業団

⑤ 運営業者： 社会福祉法人 尚徳福祉会（公募 ）
⑥ 定 員 ： .0 ,..._, 2 歳児合計 4 8 名

1) 内訳

・ 地域枠 … 2 4 名（新宿区民） 、

・ 従業員 枠 ... 2 4 名 （ 近隣企業 （ ※ ）、 都職員各 1 / 2 程度）

※近 隣企業（協定締結企業） ： 6 社 （公募 ）

アフ ラッ ク 、日本ロレアル（株） 、 小田急電鉄（株）、（株）伊藤園

テルモ（株）、ミサワホーム（株）

(3) 平成 3 0 年 1 月 1 日時点の入所状況
（単位：人）

。^

ッ
＾

•• 
-
•• ぇ

～

c
苧

• [ -d 

従業員枠

ク ラ ス I 地域枠 合計

都職員 企業体 計
( 

定員 6 6 6. 1 ? 
〇 歳 児 , 

利用者 3 4 6 6 1 3 

定員 , , , 1 8 

1 歳児

利用者 8 1 , , l 8 , 
, 

定 員 , , , 1 8 

2 歳児

利用者 6 1 , , 1 6 

‘ ’ 

定 員 2 4 2 4 2 4 4 8 

合 計
I 

利用者 1 7 6 2 3 2 4 4 7 

《募集》

都職員枠 ： 都が募集
企業枠 ： 各企業が募集

地 域枠 ： 新宿区が募集

※空き枠は 臨 時募集

（ 上記の 他 ：一時保育 定員 6 名）

※定員を超えても弾力的運用で調整
※企業枠 ・ . , 空き（話合 い で調整 ）

~2 ~ 



(4) 特徴的な取り組み

① 待機児童解消に寄与

1) 定員の 1/2 を地域へ開放（制度上の義務付け (1 / 4) の倍）

2) 従業員枠の 1 / 2 は都庁舎近隣の企業の子ども を受け入れる： 共同利用

② 働く保護者を強力に支援
1) 朝 7 時から開所、 夜 1 0 時までの延長保育

（月額利用 (l 5 名）・日額利用 (3 名・当日申し込み可能）

2) モーニングカフェ 【希望制・有料】

・ 子ども 1 食… 3 0 0 円
・ 大人 1 食… 4 0 0 円

ー

( 

（
り
・

3) 手ぶら登園（荷物軽減サービス） 【希望制・有料 J

・ 紙おむつ提供・｀•月額 1, 6 0 O 円

・ 洋服レンタル…月額 7, 0 0 0 円

寝具リ ース ... 月額 5 0 0 円

.
/
 

c~ii 

4) 体調不良児への対応

登園後の発熱等体調不良に対し、保護者の迎えまでの間、 看護師が常駐 し対応。

必要に応じ、遠隔地医師がライブカメラを用いて看護師に助言

体調管理に配慮

※緊急時…協定を結んでいる病院へ

5-) 誰でも利用可能 な一時保育

（都庁来庁者のお子さんの受け入れ、生後 6 ヶ月から小学校就学前まで）

【 事 前登録制・要予約．有料 l
※ l 日利用... 2, 3 0 0 円

4 時間利用… 1, 5 0 0 円

(5) 考察

東京都では、長期ビジョンをもとに内部で検討を行っていたものを、平成 2 6 年

度に正式にスタートさせたとのこと。
現在大きな社会問題となっている待機児童解消について民間に協力を求めてい＜

ため、 最大の事業所である都が率先垂範で都庁内に保育所「とちょう保

育園」を開所したとのこと。
小池知事も、ワークライフバランスを取ることを推奨し、積極的に事業を進める
よう求めているとのこと。

また、この事業は、主管部局の都総務局人事部を中心に、関係部局である政策企

画局、福祉保健局、財務局の連携で進めたとのこと。
郡山市においても、総務部を中心に、政策開発部、こども部、保健福祉部、財政

部等が連携し、「子本主義」の具現化を図るため、待機児童解消のシンボル的な取
り組みとして、東京都の取り組みを参考にして、 市役所内保育施設の設置を強

力に推進すべきである。



(6) 調査の様子

T — ー ・・

東京都庁舎

東京都人材支援事業団管理部

都庁内保育所担当課長 ・ ' 

小野 睦之さん

東京都人材支援事業団管理部

経営企画課 課長代理（保育所運営総括担当）

木村綾花さん('-: 
疇｝

保育室視察1

-4 -

/ 

「とちょう保育園」入りロ

概要説明

保育室視察 2



保育室視察 3

温度 ・ 湿度計等

事務室風景

ライブカメラ等

（ 外部医師 との連絡等 ）

日
口

, 

調理室風景 給食メニュー等
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洗 濯

（ふ喉：秦

備品保管スペース 1

‘
,
ノ7

 

(

·
合

・
？
．

•. 

-
•
~
ン

r¥ 

名

ゅ

刺

室

一般財団法人東京都人材支援事業団

管理部
都庁内保育所担当課長

\ 
お
ー
J
ー の

野
も
完
土

と
n
u

璧
之

シャワースペース ．

一奮,.111, .. 11ｫ 鸞●L• 

備品保管スペース 2

一般財団法人東京都人材支援事業団

管理部経営企画課課長代理（保育所運営総括担当）

木村 而ノ

木ク 花

57-983 
03-5388-1818 

―-目 8番 1 号

悶

ゅ
63-8001 

二丁目 8番 1 号
17階北側

(03)5321-1111 疇 57-980
(03)5320-7 427 F邸 (03)5388-1818
. 
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東京都

• 東京都議会議会局
管理部総務課

庶務担当

原
5

ハ
ム
っ

↓
小
＇
ま

斉~'

し蝙TOKYO 2020 T既認斑°

疇([_--.,
HOST CITY 

臣
紐

優
5

東京都新宿区西新宿二丁目 8番1 号 〒 1 63舟001
東京都謙会謙事堂4階北側 ｷ 
譴話 (03)5321-1111 内線 56-121

巳，/~
• ———--——.. ———• 一.. ~ ———. > ・ ー ・ ＿＿—――• 一ー. . "ｷ ... 一・ ・ ー ・ 1
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《資料》 「とちよ う保育園」 のパンフレッ 卜

子供を第ーに、子供一人ひとりを理解し、

にとって最もふさわしい生活の坦で温かし‘
を行う．

('; 
格駅 . r~王隈＂巧ヽ,J

とちょう
のご

回

認岱

‘

ぷ
’

(` 

知名）

-ニングカフェ．--—, "•.• ----•""~''― - ·-心細ラッシュ写を這けて早朝登口する
翻滋して翡煉蜀tし筍匂祠糊覇•志即．

-
L
-
」
』

L
1

~ 直艮防氾体鯛_............. ----·~-- --ｷ-.. •-c·· • •-、... . ._ ....... 
安全や防氾のため． ピデオカメラを設置．
載翻の蒻を鶏．
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世田谷区行政調査報告
2018 年 1 月 30 日（火）

-— 子ど も 条例の制定経過と 各種施策へ の 反映 について

¥
7
 
...
• 

C
」

1 調査目的
1 9 9 4 年の 「児童の権利に関する条約」批准後、各地の自治体において 、 子どもの権利条例が制

定されてきている。

特に福島県においては、大震災に伴う原発事故により放出された放射胆祝質が、県内の広範囲に拡散したことによる健

康上の不安や出舌上の負担を強いられている子どもたちゞ冴策々な支援など、 子ども⑬癖Ijをより一層閑章してい＜ことが

強く求められている。
また、郡血枡ヰ恥ても、 多くの子どもたちが脚まくによる健康被害を恐れ外で自由に遊ぶことができない、避麒こより

悧間を失うなど、多くの閉悩窃魚いられてきている。

このような事態を招ぃたことについて何四責任もない、 未来を担うべき子どもたちの成長船替憧を始めとする、子どもの権

利を、 より強固に俵流してい＜ことが、現在求められている。

子ども四生在発達保護、参加という包胆的な権利の実現をめざす児童の権和條約は、従来、 子どもをもっぱら保護の対

象としてきた考え屈壷換し、 子ども扱虹且た人格と尊厳を持吋癖ljの享有主体及渭箭l桁使の主体として捉え、枇淮さ

叫却埠み込まれた条約は日布郡懸油こ次＜粒社劾力をもち、地方自治体も実施主体として条約⑬彬Eする子どもの権

利を僻章し、 実弗こ向印コ細を取ることが求め鱗れる。

また、 個流されるべき権利を子どもにも理解できるように示し、条例即腔泊業についても、 市民 ・ 子どもたちの参加のも

と口胆もてい＜ことが必要となる。

さらに、子どもの権利の菌牽を総釦的にとらえ、具伽的氾棚変や出且みまでを含んだ内容閻戎とし、それぞれ力湘互に補完

し合いながら全体として実捌勅湘障される必要がある，

本市では、 3月定例会で子ども条例が審議され、 4月より施行される予定となっている。

そこで、叩如岬より子ども条例を施行している世田谷区に出向き、制定⑬函醤と背景、 施所妥の祖蜀鏑勁ゞどのよう口信

ｷc.:. められているの力叢査することとしt4)
冤痰

2 世田谷区子ども条例
(1) 世 田 谷区の子ど も関連 の方針 ・ 条 例・ 計画等 のあゆみ

平成 6 年 「子どもの権利に関する条約 」 日本批准
1 0 年 子どもを取り巻く環境整備について

（世田谷区地域保健福祉審議会答申・ ・・ 別紙資料 A 参照）
1 2 年 子どもを取り巻く環境プラン（別紙資料 B 参照）

1 4 年 子ども条例施行

1 5 年 子ども部設置（子ども支援を所掌する庁内組織）
1 6 年 子ども計画策定（第 1 期…平成 1 7 年 ~26 年）

2 2 年 子ども計画後期計画策定
2 5 年 子ども条例改正

（子どもの人権擁護機関「せたホッと 」 設置）
2 7 年 子ども計画（第 2 期）策定

（子ども ・ 子育て支援計画を内包） … 行動計画も内包（広く策定）
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(2) 世田谷区の子ども条例の策定の経過と背景

平成 6 年の国の「子どもの権利条約」の批准 • 発効等を背景とし、平成 1 0 年の

区長の附属機関である世田谷区地域保健福祉審議会の答申に基づき、平成 1 2 年に

「子どもを取り巻く環境整備プラ ン」を策定した。

その中の重点取り組みとして、子どもの問題に対する区民の関心を高め、「子育
ち・ 子 育てを地域社会で支える」との社会的合意を形づくる具体化の仕組みをあげ、
子ども条例の策定に向けた議論を進める 。

子どもを含めた幅広い意見募集の実施や、子ども会議の開催など子どもからの意
見聴取を行い、平成 1 3 年 1 2 月条例を制定、平成 1 4 年 4 月に施行した。

：
袈
~

c
笈

•i-

(3) 子ども条例の目的 ・ 目標

目的（前文より）
・子どものすこやかに育つことができるまちの実現

・ 子どもが育つことに喜びを感じることができる社会の実現

目標（第 3 条）
(1) 子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせるようにする 。

(2) 子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものすばらしさを発見し 、

理解して、子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。

(3) 子どもが育ってい＜中で、子どもと一緒に地域の社会をつくる。

(4 ) 子ども条例に掲げる基本となる政策 （ 第 2 章）

第 9 条 健康と環境づくり
子どもの健康保持 ・ 増進、安全で良好な環境整備

第 1 0 条 場の確保など

子どもが遊び、表現し、安らぐための場の確保

第 1 1 条 子どもの参加

子どもが自主的に地域社会に参加することができる仕組みづくり

第 1 2 条 虐待の禁止など
虐待の禁止、防止のための仕組みづくり

第 1 3 条 いじめへの対応
いじめ禁止、防止 ・ 早期解決への仕組みづくり

第 1 4 条 子育てへの支援

子育て支援、地域での助け合いの強化

( 5) 子 ど もの人権擁護機関 「せたホッと 」 の設置
平成 2 4 年 1 2 月に条例改正（第 3 章 子どもの人権 第 1 5 条～

第 2 4 条を追加） を行い、子どもに寄り添い、子どもの立場に立った問題の

解決を目指し、公正 ・ 中立で独立性と 専 門性のある第三者からなる子ど

もの人権擁護機関 「せたがやホッと子どもサポート」（ 略称「せたホ
ッと」）を平成 2 5 年 4 月に設置 した 。

※ 条例制定当初より 、＇「救済措置・機関の設置が必要でないか」 という意見は

あった。（個別的に対応してきたが、記載がなかった。）

設置のきっかけとなったのは、 2 0 1 1 年 1 0 月に起こった滋賀県大津市で
のいじめの調査であった。

学校や教育委員会だけでは難しいと考え、設置の検討に入った。
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《「せたホッと」》
【事業概要】
(1) 設置目的

子どもの人権を擁護し、権利を侵害された子どもを速やかに救済
し、子どもの最善の利益の保障を図る 。

(2) 設置根拠

区長及び教育委員会の附属機関（地方自治法第 1 3 8 条の 4 第 3 項）

(3) 職務内容

①子どもの権利侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援をする
こと。

②子どもの権利侵害に関する救済の申立てまたは自己の発意に基づき、
調査、調整すること。c また、必要に応じて是正等の措置の要請、制度改善のための意見

霰象 を表明すること。
③要請、意見などの内容を公表すること。
④救済の対応が終了した子どもについて、見守りなどの支援をするこ

と。

⑤活動状況を報告し、その内容を公表すること。

⑥子どもの人権擁護に関する普及啓発をすること。 ｀

{4) 体制等

個別救済に迅速かつ適切に対応する必要があるため、原則として子

どもサポート委員の独任制とする。
ただし ー、要請、意見表明及び公表する際には、より慎重を期すため

に、子どもサポート委員の協議により対応する。

:-
【子どもサポート委員】

3 名（区長及び教育委員会が委嘱、任期… 3 年）
・弁護士、児童福祉等を専門とする大学教授に委嘱

【相談,. 調査専門委員】
専門的有資格者・・・ 4 名（教育・福祉分野または心理、精神保健分野）
・子どもサポート委員を補佐し、相談，調査対応等を行う。

【 事務局職員 】

・子どもサポート委員の活動支援（区組織との運携・調整を行う。）
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【 「せたホッと」カード 】

＊揃籠簡
屑～釜：年後 1 蒔～午後 8 蒔

ど ごせIv じ じ

土 ： 午前10時～牛後 6 時
にちよ う ●くじ．つ ね，，，皇つね，，， L

（ 日 曜 ・祝日・年末年始をの衣）
'Ii FAX : 03-3439-6777 

そうだ Iv

＊メールでも相談できるよ。→パ
皆せつあ iなし i 
*L接会ってお話もできるよ。匹

毛どもの箱莉をまもる

儘忠鱈ツ 包
ひとりでがんばらなくて

いいんだよ。

おはなしきかせてね (0:

必
―
一
ッ

C
喫

議馳 マスコッ晶；ラクター
フリーダイャル ＊ッ と

匹釦9111@:U®
※携帯電話 ・PHS ・公 電話からも無料で相膜できるょ．

r う浸多1 もらってう ま くいった ？, 
ょぅゼい いけんむうしめい

要請•童見表覇

こ=>
9ん" '' ..ん.....
関係する欄関などの対応が,.,,. 
改善されてホッとした ！ 琶
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【 「せたホッと」リ フレット（小学生用） 】

そうだん

椙麟1"3には
とっしたらいいの？
そうだんじかん

＊相談時間
Ifつ

月
きん - -

～金 ：年後 1
じごご じ

時～午後 8 時
ど

土：牛箭10蒔～仕6 蒔
（旨藷．瑕旨．苺柴苓始をのぞく）

呵 71/~ ダイヤ/L (;!;-,~ にさ疇うさい）

01~0-810-293 
~" *罪蜘i·PHS ・ 益訊蜘出からも

` 
紐そかけられます．

~ 03-343 ,9-6777 " 
霰

印
https:/ /www.city.se臼gaya.lgjp/mobjle/

. inqu切/maifform~99992.hvnl 回迄Ii'!~口
.,...,, ~ ども箱位→誼叡労フォーム

QR コード→

ぐ~~ i醤溢~-15-15 . 

翌：：デ
●—―ご・ 匹・ Iヽ”＊季とも計吊齢ヽノター3偽＇せたホッとあて

／衷一馳@',

三旦

「儘起務~ ~ J l: は？
.... 

r せ t: ホャヒ, •l 、 1 ピもの人 !Hliiif し、
鴫●

応舟 t 置｀セわ 9 ご 1q それた、公正 .'I'
.. • ヽ ・ . ...... ・

立て f鸞立仕ヒ専門 t'l I) -j; 1･ 三ら搬聞て
疇 ... ゞヽ. . ヽ

す. l ピも 1)!1>11¼ 内 r:MtHniH 令，↑、...... 
ll i ャ t }iH; ぅ H もば、 '¥itl によ IJ 、
ti日 i · ,1~ti l 贔,·; いながら、 i ピも I) Iii ii ... 
嗚閏に対して t,\ ヵ・ iilt 泣いていを．ます．
せ Ill 谷丘 r: h 住 ·Tt 1ｷ ｷ,.; li してい 3
るども d:ll)H益 11晨 fl してい＜ごと t 目
けし、 3 ピも 1 こ t ,,; ふいながら、・ 3 ピも自..... 
・ダ が＊棗 u.,

ヽ● ヽヽ., 、 .

てい 3 カ lt 、,1 r: 11.tl てを 1
｀・て、.. . 疇噌 . .. 

よう、 M ll~I' ,l ,,-, 司 ,tt: • ltH; ぃ t す．
・ヽ.. . .

r せ t: ホ,l: J•l 色日谷 i; • ・ピ• も 9、 fi11:i. l --:J けらわています．

マスコッ＼ トキャラクター
なちゅ

儘忠翡~ ~ "
庫癖字どもの災祖釦紐I’’ 

囁肥非 と せ t- がやくないす こ 」蔽施せ つ かよ It ん ,,

ツ 」は世田谷区内に住んでいる子どもや や設などに通っている子どもの権利をまもる
•こ ひと" ,.. いせ つ

ところです。子どもは一人ひとりがまもられて大切にされる
こ● かん

雑です。
困ったとき、つらい・イヤだと感じたときは、「せたホッと」に話してみませんか？

こんなとさ恰笥恰なしさかせて

ぅ
舌

―

C
笠

頃和新紅った迂転ちo釦ること·1'> しこ
・ ち年、祖ぼ窃れCなっ し和•
ちゃった． とうしたらやめられま芍ff.
Cう Lたらいし\0).

噸~ I 鳥
っか．ィャに・

店~,:;いつも籟8をし＼わ
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t-;,,;-

，，， 面にも、こ磁う如とで藩直匹臼。

1をもし〗たj.. 1 
―•一――•一--~--~~―一―一＿-一—ノ

語ったことが出てきたらまた届はしてね．.. .._. . .. 
あなたが安心できるまで見守ることもできるよ．

で ひがつはる嘩I匹。
. 、-., —....,,,..,. — 
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3 世田谷区子ども計画（第 2 期）平成 2 7 年~3~ 年

【世田谷区子ども計画】
子ども条例の理念を推進し、子ども・子育てにかかわる施策を総合的に

進めるため、世田谷区子ども計画を策定

(1) 世田谷区子ども計画（平成 17 年"" 26 年）

考
ご
ぐ

浮
翌

'!--•''. ぃ 2世田谷区子とも計画
,4 

①世田谷区子ども計画（平成17年~26年度）
攀ト 子ども計画での主な取組み

.. 「" . .,, • 

【元気子ども］

覗子の交汽？嶋
「子百てスT-·

rぉてかけひろば J
祖ンJ f 【璽支鑽】

「子育てひるば」の登鶴 ； 覺運障害児の
畏青サービス篇設 ； 早期支援
の計國胴鋼し襲胄
Tどもの灌びの湯
「フレーパ一ク咽稟J
r新BOP事寛J

【●●璽●】
ff, とも基金割設 J 「い故回送ガイドの配布J

「危絞回迂フログラムの実た」「ユニパーサルデザインの推這J

(2) 世田谷区子ども計画後期計画（平成 22 年,...,_, 26 年）

Cel ②世由谷区子ども計画後期it画（平成22年こ26年度）
妥＇＊・ 後期計画の重点取組み < 

・【子どもの成長支援】

ヽ ，＇ ・地域の子ども尼らの
挺点としての児国館
の充実

． 待攘児解消

・ 多様な保育サーピス
・地属子育て支援閲点
としての濃能充実

・ひとり親家庭 ・ 陣害児の家庭
芍のサポー ト充実
・ソージャルワーワ機能向上

【支援を必要とする家底のサポート］
r̀
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(~) 世田 谷 区子ども計画（第 2 期）平成 27 年 ～ 平成 36 年
平成 2 6 年 4 月にスタートした基本計画等上位計画の方向や平成 2 7 年 4 月から

実施となる「子ども ・ 子育て支援新制度 」 の趣旨を踏まえ 、 近年の子ども人口の増

加やライフスタイルの多様化、核家族化の進展、地城のつながりの希薄化などの社

会状況の変化に対応するため、平成 2 7 年 3 月に策定。

I":; ' 

涵計画（第2期）
C 1 -) 計画の位置づけ { 

C
立

●運叶躙

世田谷区塁計堪匿五祉 l 
第2次世;云云玉こ:―l
鑓庫せたがやプラン t疇2閉）

（母子偉鍵計國を含む）

a
.
"
ジ合

r
惚

↑-了 (;2; 計画の基本的考え方、見
: 〈目指すべき姿〉 rを

_,'"'-'>r, や~｀’、

"ヽ咄
.' 子どもがいきいきわくわく育つまち

• すぺての子どもか、
｀ 家庭や地域•他者と
の関わりや多様な体 s 

験の中で、本来もっ
ている力を存分に発 ,P•

. ·~"'" 揮じ コ 喜びをもつて ·。 9心
健やかに育ってい＜
まちを目指します。

• 保護者と区民 、 事業
者等ぱ、すべての子
どもの子ども時代が
翌かなものとなるよ
う、見守り支えていき
ます。

すぺての子どもが｀家底や地域一他者との関わり -'
イし や多様な体験の中で、本来もっている力を存分に
発揮し、喜びをもって健やかに奮つていきます。→

‘' 
r
 ー

u 
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妊娠期から切れ目のない支援・虐待予防
妊娠、出産、子育てにかかる父母の不安感や負担感が増してきており、こうし
た育児不安を抱え込むことは、虐待のリスクを高めることにもつながることから、
妊産婦や子育て家庭に寄り添いながら切れ且なく支える仕組みを身近な場か
ら充実します。

2 子育て家庭を支える基盤の整備と質の向上

堅緊の課題である保頁一 機児解消f;向けた保育基盤堅鑽を中心として、す
べての子育て家庭を支える基盤の整備・拡充を進めるとともに、保育·幼児教
育の質の確保と向上を図ります。

3 子どもの生きる力の育み

子どもが地域の中で主体的に活動できる場や機会を充実させ、すべての子
どもが生きる力を育むことので～きる環境を整え、地域・社会を担ってい＜若者、
大人、親へと成長していくための基燈どなる育五を地域とともに支えます。

乏
一

考
C
宮

4 子ども条例、子ども 計画に基づき展開する主な取り組み
(1 ) プレ ー バ ー ク ・ 外遊びの推進

子どもたちの好奇心を尊重して、可能な限り子どもたちがやりたいことをめざした
冒険遊び場。昭和 5 4 年の開設当初から区と区民との協働による事業として実施。

現在、区内 4 か所で運営。
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(2) 子どもメ ッ セ

年 1 回 地域子育て活動 団体 が一 同に集まり 、 ブ ー スでの活動の紹介やミ ニ イベン ト

を行い、 区民 向 けの周知や活動団体 同 士の交流を 図 って い る。

•

[

-

\ 

• 喜； 1 

,. 

l枷ゞ:-~, .. "e..;、ざ

, l•~~;~ ぎ.~/(_ A 

I .~. ,,. 

鼻,••• ~!~r~~、h
 

g
 

庫

(3) 世田谷区子ども基金

地域社会全体で子育てに取り組み共助の仕組みづくりとして、平成 1 8 年度より基

金を設置、子どもを育む活動を始めようとしている、または、既に活動している団体

等が行う事業に対して助成を行っている。

平成 2 8 年度 3 0 件 約 5 8 4. 万円、寄付旦旦乳 1 3 件 約 1 0 3 万円

i

ー
忍
炭

（

写

「世田谷区子ども
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(4) 発達障害相談・療育センター"げんき"

区の発達障害児支援を推進する中核的拠点として平成 2 1 年 4 月に開設

発達障害に関する相談や個別・グループ別による療育を実施

また、関係機関に対する支援や人材育成、地域社会に対する障害理解促進など地域

支援事業を行っている。

忍
名

‘

ぐ
殴

(5) 子どもの人権擁護機関「せたホッと」
平成 ~8 年度の相談内容で最も多かったのは「対人関係」で 3 1. 2 %、次いで

「家庭．家族の悩み」 - 1 8 . -0 %、「いじめ」 1 0. 1 %「学校＜教職員等の対応」
「学校の悩み」 9. 〇％であった。

忍

(‘ 
警9遁闘のgみ

2、磁 ，

得
その島. 3N  

\ 
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(6) 青少年交流センター

平成 2 6 年度より、既存の社会教育施設を移管し、青少年交流センターとして野毛、

池ノ上の 2 か所で運営を開始し、若者の主体的な活動を通した自立促進や居場所づ＜
りを進めている。現在、 3 か所目の整備に向けて準備を進めている。 . 

C
• 一

Cj]
 

(7) メ JV クマークせたがや

生きづらさを抱えた若者の社会参加に向けた準備をサポートするメルクマーグせた

がやを平成 2 6 年に設置し、相談支援｀居場所支援などを実施している 。

一. 

“ 
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(8) 世田谷区保育の質ガイドライン

「子どもを中心とした保育」 を実施するための基本的な指針として、行政や事業者の

責任や役割を定めるとともに、保護者の参加 ・ 参画の推進や地域資源を活用した包括的

な支援の仕組みの構築による保育の質の向上をめざして平成 2 3 年 3 月に策定した Q

ガイドラインの活用により、保護者、事業者、区民と共通理解を深め、ともに保育の
質の向上に取り組む。

［記載概要】 ： ペ
( 1 ) 子どもの権利を守ることへの配，·- '
(2)保育実践カ・問題解決力の高い人材育成
(3'j子どもが快適に生活できる保育環境の設定
(4)子どもの発達を理解し個々
ー 団で日々の保育を振り返り

の状況に応じた保育計画を立て、実践しゞ
、明日の保育に反映させる。

①生活と遊びを通した教育 •-
②適切な食生活項食習慣の定着、食育の推進

( 芸よ バ③心身ともに健やかに成長できる惧康観察と衛生管理
<sl安全管理
(6)保護者支援 ・9地域の子育て支援
(7) 民主的な園運営と健全な事業経営

(9) 子ども・子育て応援都市宣言

世田谷区は、平成27年3月3日、区民と力をあわせて ,,.
ぼとも砒卑港わ＜-松潅つ誌」を築いてい＜基本―;,._..,~..,.~
姿勢を明確にずるため、子ども・手育て応援都市宣言 ．

-J を行った。
宣言では、「今をきらめく宝」であ
る子どもたちが「のびのびと安心
して育つ環境」をつ〈くるため、区
が「区民と力をあわせて：、子ども i
と子育てにあたたかい地域社会」
を築＜ことを掲げている。
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(10) 世田谷版ネウボラ
妊産婦や子育て家庭に寄り添った切れ目のない支援を行うため、顔の見える相談支

援の実践として、 2 .o 1 6 年 7 月より世田谷版ネウボラを実施している。

:}[-

9
,-・

。

（
翌

(11) 子どもの貧困対策
ひとり親家庭や生活困窮世帯、児童養護施設退所者等に対し、支援に

つながるための相談機能強化や学び・居場所支援等を図っている。

—w)辿 i,,.;;; , ;IT,_,, し ,, ljl '"";:].
出~';<~
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5 考察
世田谷区では、平成 6 年の「子どもの権利に関する条約」の批准後、子どもを取り
巻く環境整備について 、平成 9 年に領域を横断した総合的な庁内検討組織を設置し、
基本的な考え方を世田谷区地域保健審議会に諮問し、平成 1 0 年 1 1 月に子どもの権

利保障のための「（仮）子どもの権利宣言・条例」の制定を求める等の答申をうけ、

平成 1 2 年には、「子どもを取り巻く環境プランの策定」、 1 4 年には、「子ども条例」
が制定されることになった。

その後、プランや条例の具現化のため各種施策が実施され今日にいたっている。
世田谷区子ども条例は、救済委員会の設置、振興計画の策定、施策の進行管理・評

価・検証、計画への提言等を総合的に審議する機関の設置等が条例の中に明記された
総合条例となっている。

i 制定当初は、条例に救済委員会が明記されていなかった が、現在の子どもたちを取
り巻く状況（いじめへの対応等）を踏まえ、平成 2 5 年に条例を改正（第 3 章（第 1

5 条から 2 4 条）の 1 0 条を追加）し設置することとした。

また、子ども子育て支援法に基づく計画や次世代育成支援対策行動計画等も内包し、
条例自体が、世田谷区の子ども ・子育ての基本となっている ，
従 つ て、世田谷区の子ども・子育てに関する施策は、子ども条例により統合され、
世田谷区地域保健医療福祉総合計画や世田谷区教育ビジョンなどの関連計画との連携
：整合性を図りながら、具体的な施策が進められてきている。
さらに保育所の待機児童解消 にあたっては、新たな手法を用いた人口の推計を行い、

就学前の子どもの人口を推計し、計画の修正を図り、 子ども・子育て支援計画調整計
画（平成 2 9 年度~ 3 1 年度） を策定し、対処している。
結果、平成 2 9 年 4 月には、待機児童数が前年に比べ 3 3 7 名（平成 2 8 年 1 , 1 

9 8 名、平成 2 9 年 8 6 1 名）の減少に転じたとのこと。

(.) 

郡山市においては、本年 4 月より「郡山市子ども条例」が施行される予定となって

いるが、基本的な理念を記した理念条例となっており、各種計画との関連が不明確な

点がある。

今後、条例の理念を生かしていくため、各種計画との関連や、事業充実、子どもの

権利の保障、救済など具体的な取り組みをどのように進めてい＜かが課題となる。
「郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン」（平成 2 7 年,,.__, 3 1 年）の改正にあたり、

子ども条例の理念を生かす計画等をより明確にしていかなければならない。

また、条例の中に示されていない、救済委員会（権利委員会等）、計画の策定、進

行管理を行う審議会の設置（「子ども・子育て会議」の子ども条例への内包）も考え

ていかなければならない。

何れの課題も、条例を制定し、スタートしたばかりであり、早急なる改正は難しい

面はあるが、現在の子どもを取り巻く厳しい状況を、放置しておくわけにはいかない。
一 日でも早く改善をしていくため、今後環境整備を図るための具体的な施策を積み
重ねながら｀成果と課題を明確に し、改善を進めてい＜必要がある。

-14 -



6
’ 調査の様子

''  

I 

翠
翠
苓
i


c
戸
唸

泄田谷区役所正面玄関にて

7
 

名 刺

@ 世田谷区子ども・若者部
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真全渦 太

〒154-8504
世田谷区世田谷 4-21-27

電話 03 (5432) 2528 
FAX 03 (5432) 3016 
E-ma i I : 

⑧ 世田谷区子ども・若者部子ども家庭課
子どもの人権擁護 ・児童虐待防止推進担当係長
せたがやホッと子どもサポート

あち

越智
のりゆき

則之
盤二と尋

〒1 5 6-0051 東京都世田谷区宮坂3-15-15
子ども ・ 子育て総合センター 3 階 '

TEL: 03-3439-8415 FAX :03-3439-6 77 7 

E-mai I : 
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8 世田谷区子ども条例

平成 1 3 年 1 ,2 月 l b 日

世田谷区条例第 6 4 号

目次

前文

第 1 章 総則（第 1 条ー第 8 条）

第 2 章 基本となる政策（第 9 条ー第 1 4 条）
第 3 章 子どもの人権擁護（第 1 5 条ー第 2 4 条）
第 4 章 推進計画と評価（第 2 5 条 • 第 2 6 条）

第 5. 章 推進体制など（第 2 7 条ー第 3 1 条）

第 6 章雑則（第 3 2 条）

附則

子どもは、末来への「希望」です。将来へ向けて社会を築いてい＜役割を持っています。
子どもは、それぞれ一人の人間として、いかなる差別もなくその尊厳と権利が尊重されま

です。そして、心も身体も健康で過ごし、個性と豊かな人間性がはぐくまれる中で、社会の
疇：；．？一員として成長に応じた責任を果たしてい＜ことが求められ， ています。
平成 6 年、国は、 「 児童の権利に関する条約」を結びました。そして 、 世田谷区も平成 1
1 年に「子どもを取り巻く環境整備プラン 」 を定め、子どもがすこやかに育つことのでき
る環境をつくるよう努めてきました。
子どもは、自分の考えで判断し、行動してい＜ことができるよう、社会における役割や責

任を自覚し、自ら学んでい＜姿勢を持つことが大切です。大人は、子どもが能力を発揮す

ることができるよう、学ぶ機会を確保し、理解を示すとともに、愛情と厳しさをもって接

することが必要です。

このことは、私たち世田谷区民が果たさなければならない役割であると考え、子どもが育

つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、世田谷区は、すべての世田谷区

民と力を合わせ、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくることを宣言して、こ

の条例を定めます。
第 1 章総則
（条例制定の理由）

C第 1 条 この条例は、子どもがすこやかに育つことができるよう基本となることがらを定
ｷl 

苺クめるものです。
（言葉の意味）

第 2 条 この条例で「子ども」とは、まだ 1 8 歳になっていないすべての人のことをいい

ます。

、（条例の目標）

第 3 条 この条例が目指す目標は、次のとおりとします。

(1) 子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせるようにする。
(2) 子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものすばらしさを発見し、理解して、

子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。

(3) 子どもが育つてい＜中で、子どもと一緒に地域の社会をつくる。
（保護者の務め）

第 4 条 保護者は、子どもの養育と成長について責任があることを自覚し、ふれあいの機
会を大切にして、子どもがすこやかに育つよう全力で努めなければなりません。

｛学校の務め）

第 5 条 学校は、子どもが人間性を豊かにし、将来への可能性を開いていくため、地域の
社会と 一 体となって、活動をしていくよう努めなければなりません。
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（区民の務め）

第 6 条 区民は、地域の中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子育てをしや
すい環境をつくつていくため、積極的に役割を果たすよう努めなければなりません。

（事業者の務め ）

第 7 条 事業者は 、その活動を行う中で、子どもがすこやかに育つことができ、また、子
育てをしやすい環境をつくつていくため、配慮するよう努めなければなりません。

（区の務め）

第 8 条 区は、子どもについての政策を総合的に実施します。

2 区は、子どもについての政策を実施するときは、保護者｀学校、区民、事業者などと
連絡をとり、協力しながら行います。

第 2 章 基本となる政策

（健康と環境づくり）

第 9 条 区は、子どもの健康を保持し、増進していくとともに、子どもがすこやかに育つ
ための安全で良好な環境をつくつていくよう努めていきます。

（場の確保など）r.;: 第 1 a 条 区は、子どもが遊び、自分を表現し、安らぐための場を自分で見つけることが
-:~ そそ-:>

，-之ー できるよう必要な支援に努めていきます。

2 区は、子どもが個性をのばし、人間性を豊かにするための体験や活動について必要な

支援に努めていきます。

（子どもの 参加）

第 1 1 条 区は、子どもが参加する会議をつくるなどしていろいろな意見をきき、子ども

が自主的に地域の社会に参加することができる仕組みをつくるよう努めていきます。

（虐待の禁止など）

第 r z 条 だれであっても、子どもを虐待してはなりません。

2 区は、虐待を防止するため、地域の人たちと連絡をとり、協力しながら、子育てをし
ている家庭に対し、必要なことを行うよう努めていきます。

3 区は、虐待を早期に発見し｀子どもを保護するため、すべての区民に必要な理解が広

まるよう努めていくとともに、児童相談所や自主活動をしている団体と連絡をとり、協力
しながら、虐待の防止のための仕組みをつくるよう努めていきます 。

（いじめへの対応） . 

r _, 第 1 3 条 だれであっても、いじめをしてはなりません。
没:,:;ぢ

2 区は、いじめを防止するため、すべての区民に必要な理解が広まるよう努めていくと

ともに、いじめがあったときに、すみやかに解決するため、保護者や地域の人たちと連絡
をとり、協力するなど必要な仕組みをつくるよう努めていきます。

（子育てへの支援）

第 1 4 条 区は、地域の中での助け合いや連絡を強め、子育てをしている人たちのために

必要なことを行うよう努めていきます。

第 3 章 子どもの人権擁護

（世田谷区子どもの人権擁護委員の設置）

第 1 5 条 区は、子どもの人権を擁護し、子どもの権利の侵害をすみやかに取り除くこと
を目的として、区長と教育委員会の附属機関として世田谷区子どもの人権擁護委員（以下

「擁護委員 」といいます。）を設置します。
2 擁護委員は、 3 人以内とします。

3 擁護委員は、人格が優れ、子どもの人権について見識のある人のうちから区長と教育

委員会が委嘱します。

4 擁護委員の任期は 3 年とします。ただし、再任することができるものとします。
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5 区長と教育委員会は、擁護委員が心身の故障によりその仕事ができないと判断したと

きや、擁護委員としてふさわしくない行いがあると判断したときは、その職を解くことが
できます。

6 擁護委員に対する報酬は、世田谷区非常勤職員 の報酬及び費用弁償に関する条例 （昭

和 3 1 年 1 0 月世田谷区条例第 2 8 号）の規定により区長が定める額を支給します。

（ 擁護委員の仕事 ）

第 1 6 条 擁護委員は 、次の仕事を行います。

(1) 子どもの権利の侵害についての相談に応じ、必要な助言や支援をすること。

(2) 子どもの権利の侵害についての調査をすること。

(3) 子どもの権利の侵害を取り除くための調整や要請をすること。

(4) 子どもの権利の侵害を防ぐための意見を述べる こと。

(5) 子どもの権利の侵害を取り除くための要請、子どもの権利の侵害を防ぐための意見

などの内容を公表すること。

(6) 子どもの権利の侵害を防ぐための見守りなどの支援をすること。

(7) 活動の報告をし、その内容を公表すること。

(8) 子どもの人権の擁護についての必要な理解を広めるこ と。

C=- ( 擁護委員 の務めなど）
誓点
第 1 7 条 擁護委員は、子どもの人権を擁護し、子どもの権利の侵害を取り除くため、区

長、教育委員会、保護者、区民、事業者など（＇ 以下「関係機関など」といいます。）と連
絡をとり、協力しながら、公正かつ中立に仕事をしなければなりません。

2 擁護委員は、その地位を政党や政治的目的のために利用してはなりません。
3 擁護委員は、仕事をする上で知った他人の秘密をもらしてはなりません。擁護委員を

辞めた後も同様とします。

、 （擁護委員への協力）

第 1 8 条 区は、擁一護委員 の設置の目的をふまえ、その仕事 に協力しなければなりません。

2 保護者、区民、事業者などは、擁護委員の仕事に協力するよう努めなければなりませ

ん。

（相談と申立て） ー一
第 1 9 条 子ども（次に定めるものとします。）は、擁護委員に、自分の権利への侵害に

ついて相談することやその侵害を取り除くための申立てをすることができます。また、だ

れであっても、擁護委員に、次に定めるものの権利の侵害について相談することやその侵

C 害を取り除くための申立てをすることができます。
率多

(1) 区内に住所を有する子ども

(2) 区内にある事業所で働いている子ども

(3) 区内にある学校、児童福祉施設などに、通学、通所や入所している子ども

(4) 子どもに準ずるものとして規則で定めるもの

（調査と調整 ）

第 2 0 条 擁護委員は、子どもの権利の侵害を取り除くための申立てに基づき 、また、必

要に応じて、子どもの権利の侵害についての調査をするものとします。ただし、擁護委員

が特別の事情があると認めるときを除き、規則で定める場合においては、調査をしないこ
とができます。

2 擁護委員は、関係機関などに対し調査のために必要な書類を提出するよう求めること

や、その職員などに対し調査のために質問することができるものとします。
3 擁護委員は、調査の結果、必要と認めるときは、子どもと関係機関などとの仲介をす

るなど、子どもの権利の侵害を取り除くための調整をすることができます。
（要請と意見など）

第 2 1 条 擁護委員は、調査や調整の結果、子どもの権利の侵害を取り除くため必要と認

めるときは、関係機関などに対してそのための要請をすることができます。
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2 擁護委員は、子どもの権利の侵害を防ぐため必要と認めるときは、関係機関などに対

してそのための意見を述べることができます。

3 要請や意見を受けた区長や教育委員会は、その要請や意見を尊重し、適切に対応しな

ければなりません。

4 要請や意見を受けた区長と教↑育委員会以外の関係機関などは、その要請や意見を尊重

し、対応に努めなければなりません。

5 擁護委員は、区長や教育委員会に対して要請をしたときや意見を述べたときは、その

対応についての報告を求めることができます。

6 擁護委員は、必要と認めるときは、要請、意見、対応についての報告の内容を公表す

ることができます。この場合においては、個人情報の保護について十分に配慮しなければ

なりません。

7 擁護委員は、その協議により要請をし、意見を述べ、＼ また、この要請や意見の内容を
公表するものとします。

（見守りなどの支援）

第 2 2 条 擁護委員は、子どもの権利の侵害を取り除くための要請などをした後も、必要

に応じて、関係機関などと協力しながら、その子どもの見守りなどの支援をすることがで

ぐこそ翌~-
至 きます。
（活動の報告と公表）
第 2 3 条 擁護委員は、毎年、区長と教育委員会に活動の報告をし、その内容を公表する

ものとします。

（擁護委員の庶務など ）

第 2 4 条 擁護委員の庶務は、子ども・若者部で行います。

2 擁護委員の仕事を補佐するため、相談・調査専門員を置きます。
3 擁護委員に準じて、第 1 5 条第 6 項と第 1 7 条の規定は、相談・調査専門員に適用し
ます。

第 4 章 推進計画と評価

（推進計画） —ー
第 2 5 条 区長は、子どもについての政策を進めていくための基本となる計画（以下「推

進計画」といいます。）をつくります。

2 区長は、推進計画をつくるときは、区民の意見が生かされるよう努めなければなりま

¥ g せん。
返姿

3 区長は、推進計画をつくったときは、すみやかに公表します。

（評価）

第 2 6 条 区長は、子どもについての政策を有効に進めていくため、推進計画に沿って行

った結果について評価をします。

2 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をするときは、区民の意見が生か

されるよう努めなければなりません。

3 区長は、推進計画に沿って行った結果について評価をしたときは、すみやかにその評

価の内容を公表します。

第 5 章 推進体制など

（推進体制）

第 2 7 条 区長は、子どもについての政策を計画的に進めていくため、推進体制を整備し

ます。

（国、東京都などとの協力）

第 2 8 条 区は、子どもがすこやかに育っための環境をつくつていくため、国、東京都な

どに協力を求めていきます。．
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（雇（やと）い主の協力）

第 2 9 条 雇い主は、職場が従業員の子育てに配慮したものであるよう努めてい＜ものと

します。

2 雇い主は、子どもがすこやかに育つことに関わる活動や子育てを支える活動へ従業員

が参加することについて配慮するよう努めてい＜ものとします。

（地域の中での助け合い）

第 3 0 条 区は、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくつていくため、地域の

中での助け合いに必要なことを行うとともに、自発的な活動がなされるよう必要な取組を

行います。

（啓発）

第 3 1 条 区は 、 この条例の意味や内容について、すべての区民に理解してもらうょぅ努
めなければなりません。

第 6 章雑則

（委任）

第 3- 2 条 この条例を施行するために必要なことは、区長が定めます。
ぅ 附則C' 冤：婆

r 
＼を'.:'.:娑

この条例は、

附則

平成 14- 年 4 月 1 日から施行します。

この条例は、平成 2 5 年 4 月 1 日から施行します。ただし、第 2 章の次に 1 章を加える改

正規定（第 1 9 条から第 2 3 条までに係る部分に限ります。）は、規則で定める日から施
行します。

附則

この条例は、平成 2 6 年 4 月 1 日から施行します。
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《資料》待機児童関係

＜世田谷区の人口の撞移＞
区の総人ロ・児童人口ともに増加傾向にある。年代別にみると少し傾向が変わりつ
つあり、これまでo~s歳人口の増加が顕著であったが、小学生の増加が著しい。r
くこの5年間の人口の増減（平成25年⇒30年）＞
人口 34 , 254人増 ・ 0~5歳の人口

·6,~1 1 歳の人口 ~- 4, 544人増 .,, .. ,' • • 12t'-'17歳の人口
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＜乳幼児の養育状況の推移＞
保育（認可保施設・事業、保育室・保育ママ・認証保育B
の人所状況役割合は生 」々上昇＿じており、 泣年度は全佐el j 

3~6, 9%が保育杢到用してしてる：
乳幼児の養育状況の推移
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I<認可保育園申込者数 c4 月入園）の推移＞
認可保育園の申込査数は、年々増加している。平成29年度も
この傾向は続いており、こ吸l0!¥で2. _5倍以上増加している。
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I<保育定員数の推移> " 1'.-: .. :'-'.'."'', 四＼ ，ぅ~
保育を希望する方の増加に対応するため整備を｝孔、：乎成紐 ！
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〇澪申」内容の周知と、これを手がかりとした、子育ち..子育てに関する子ども・'
家庭。学校・地域•関係機関。行政の議論の活性化。
〇ふだん子どもと関わっている人もそうでない人も、了ども自身を含め、様々な立湯
や視点の人たちが集い、互いに意見を交わしながら、自分たちに何ができるかを考
ぇ、取り組みに向けた姿勢をかたちづく'っていくため
した形成。→「（仮）池区子ども連絡会」として地区ごとに整備0

〇地域ごとの交流•·連絡の場の整備o及びこれによる、子どもとおとな、それぞれの
議論の活発化,.:深化と対話り交流の推進。

0子ども,~区民を中心とした「（仮）子どもの． 利宣言・条例」
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tn 子育ぢご子育てを幽旦社全全体で支冥~{

どものこ！

宣二
ｷｷｷｷJ I . • 

降害のある子どもが育つことを，硝域社総全体で支えていきます。その具体的仕組みとして、子ども
ｷ., ''I'.l .ｷ' ',', 

' '' .' ｷ"''. . ' ' . . ' ' ' ' ' 

が脅かされることないよう、子どもの尊重と

足を進めます。

［主要な取り組み等J.ij 
I 

曾いじめ・虎待への取疇認．

嗣G恥王ども菰和宣言、：粂釦旦
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—ー［主要な取り組み心J

三身近な案内・相談の場®設置

●子ども家庭支援ネットワニグによる協働での問題解決
●子ども家庭総合相談の設L

-— ぃ .,

応｝．...... ~ 

.こ;};fl. 
｀． ． ．．曹 .'.ジ• 曹．．

「子ども蒙庭支諏ろば」づくり
... "'" . . 

・祁心\, • 
身近な地区で、児童館、出張所、学校恐拠点としてーら地区に存在する善富なf;入的資源の参加により、

・ ・・・ . • •• • • • ・ . • • ••• •, • • •• J写. ·•,·. •. 

子どもをめぐる相談·と開かれた交流と社会参加0参画を基盤としたネッ ・トワ
.... • • • 曹．：必：.;; •••••• ・ ・・・

一クを形成し、このネッ·• . .• •. ・ . . ..... •. . . .. . ,,-ｷ . • •. • • . • . . • . 

トワ： 一クによる『子ども家庭支援ひろば』の整備により、様々な地域のパワ一を結集してヽ子どもや
, tfi?rM11J心t-?tJJ•• ·• . . 

家庭の課題に取り組みます。'.

ｷ.ｷ. 

., 

, (3) 地域に子どもがいられるために

・ 子どもとおとながいっしょに、魅力ある地域活動づくりを進める中で、遊びを通じて生活や生き方
予どもとおとなが意叡澤・ ベあう「琴義l等、子ども同士／子どもとおとな、おとな同士

の豊かな関係をつくります。これ｝口より、知り合いづくり｀居場所づ(Viパ交流心参加汀輯鱈壊会
づくり等ヽ ・堀域〇蕃らしに子どもたちが主体的に関わ恥了ども自身による活動を含！」造•ていくため
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の基盤づくりを進めます。＼• ~it主要な取り組み嗣
：合子どもの命を守るネヽヽ｝トワl --- .,. 一._.ク支援

em裔生世代による主体的な取り組み
t·•· ·.···•·.... ｷ:'. ·..•. . 

ｷ;:ｷｷ; ｷ_,.,:.:ｷ'.ｷー"ｷ':.ｷ: ... 

.", 

••. 
•· 

~..

;•

,;

.
~

. 

•~ 

: 
ー 1:0 ―.:._ 

. ｷ:ｷｷ... 



1 調査目的

船橋市行政調査報告
2018 年 1 月 31 日（水） ‘

一保育士の処遇改善等について一

2 0 1 7 年 6 月定例会での市長の所信表明では、「東日本大震災や原子力災害からの
復興、本市のさらなる発展、振興のためには、将来を担う子どもたちが心身ともに健や
かに育つことができる社会システムを構築することが最も重要であり、引き続き、子ど

もの健やかな成長を政策の基本に据える「子本主義」の立場で市政を運営していく。」

との強い決意が語られている。

事業としては、保育料の無料化・軽減を進めるとともに、待機児童解消では、「二 ，
コニコ子ども・子育てプラン」に、 2 0 1 5 年度から 2 0 1 9 度までの 5 か年で 1 7 

0 0 名分を確保するとの目標を定め取り組んできている。

2015·16 年度の 2 年間では、計画数の 6 8 0 名分に対し、計画を上回る 7 6 

rｷ) 7名分を整備し、 2 -0 1 7 年度においても、 1 1 月現在 8 施設、 4 0 3名の整備を進

めてきている。

しかし、 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日時点での待機児童数は 1 0 6 名と、依然として高い

状況にあり、今後待機児童解消に向け、計画の変更も含め、新たな追加施策が必要な

状況となっている。

さらに、今後進められようとしている国の政策が具現化していくと 、より保育の需要が増加し、待機

児童数が増加してい＜ことが予想される。

本市では、現在でも計画段階の数値を上回り、 3桁の待機児童が出ている状況にあり、今後さらな

る悪化が想定される。施設の拡充、計画の見直し、保育士の処遇改善等あらゆる手立てを先行して実

施し、 1 日でも早い待機児童解消に努めていかなければならない。

そこで、保育の受け入れ枠の拡大と保育士確保の取組等により大幅に待機児童のr 
ヽァご＇ 減少を実現している船橋市に行政調査を行うこととした。

2 船橋市待機児童解消緊急アクションプラ ✓,
(1) 船橋市の状況

① 認可保育施設の状況（平成 2 9 年 4 月 1 日現在）

保育所
認定こども園

1 0 1 か所（公立 2 7 、私立 7 4) 

新制度移行幼稚園
小規模保育（認可外）

家庭的保育

5 か所

1 か所

1 9 か所

6 か所

定員 2 ・ 3 号

1 号

12,169 人

4 3 5 人

い 手当として、．分かるように

支給

※保育所数には、私立の分園 4 を含む

-1 -



② 人口の推移

[
[` 

③ 就学前児童数の推移

~} 

-2 -



④ 認可保育所定員と入所児童数の推移

C
-

※ 施設を整備すると（枠） < 0'"" 2 歳》すぐ埋まる
< 4,....., 5 歳》空いてい＜

⑤ 待機児童数の推移 (4 月 1 日）
¥<ｷ, 

/

• ( .. 

大幅減
(7 2 2 名減）

-3 -



(2) アクションプランの内容

~

匹

多い

※申込者数

実態に近い数

（育休などは、

引かない）

t I 待機児童数増加の主な要因

口

※公立…平成 2 7 年度待機児童数 3 0 0 人（保育士不足... 9 0 人）

-4 -



アクショヤプラスが沐柱
①保育の受入れ枠の緊急拡大

1•_g熊児笠接機児童715入分を碑間
~!"'_27 、 28年度）で確保
'''"''' 

ｷ o-s歳児全体で,~最大
.. ~_,_gQ_Q人分Q枠を整備

②保育士の緊急確保

I市内の保育所等ーヘの就職 一 進

※ 1• 2 歳は 1 / 3 

Ca ． ，；姿

ぐ

(3) 保育の受け入れ枠の拡大

,.,, ①認可保育所、小規模保育事業の効率的整備

◎需要に応じた効率的な整備
2.7年度は下
最JI先地域 ;,..JR3路親｀私鉄］路線の6地

優先堡埠 ： JR1路線、私鉄2路線6地填ーで公
28年度は

-5 -



①認可保育所、小規模保育事業の効率的整備

◎スピード感を持った整備
27年度から
達物改修費等補助金
達物賃借料捕助金

※スピード感

-II-一
r~ ℃乏；oｷ 

【認証A型】
面積基準・・・＂認可と同等
員配置…認可と同等

給食提供・・・自園謂理

7施設 ： 114人分
1施設 ： , 110人分

※保育士の処遇改善は行われていない。（認可外）

• 6 -



. ヽ
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(4) 保育士確保のための取組 （ふなばし手当）

(1)処遇向上補助金
※給与への上乗せ補助：私立園対象

c
 

C
 

t1坦岬 - i\' I.' 大幅に増額ヘ
， （遠％増）

4
 

+130円 ，

(0 .4%増）

※別途期末手当分として、年額7 _1 ._ 4~0円補助あり

32,110円 X12月十71~460円 =456,780円I年
ふ""' -贔長'.. -冒 9 曝

※ 千葉県 (10,000 円） 4 2 , 11 0 円

※ 東京都 (4 万円上乗せ、区も特別加算）
他の自治体も全体的にアップしてきているので、保育士

の確保が難しくなってきている。

:(2)躇時保育士の賃金の引上げ
※公立園対象

従前時給1, 220円

-8 -



①保育士の処遇改善（公立保育園の保育士確保）
(3)常勤保育士の採用増

11_ ※公立園対象

,4t"

— 

c
 

j
.
 

/)


,' 

り・
リ

宿舎
... \ -~-,,"' 
. ' -,.,...,.,.,,. 

保育士宿舎借上璽業~ /
※H27.12から実施

0国庫補助事業を活用（国厘捐助畢~
※「保膏人材確保事集の実施について」別添5「保育士宿舎惜り上げ

,,. 1•1侭・
' . 支ほ事集実施妻綱j

.. ,·:Jo保育園等が、保育士のための掴会 トヽ
を借上げた場合、家賃等について、 '"~ •-'、

821000円を上限に補助するもの

〇採用後巨＿年目まごの保育士が対象

H27年度実績 11園、 19人 ' 
H28年度実績 36園、 98人

.. -··. ' 二

(
-

9
1
 

※
 

公立は、 住居手当で

-9ｷ_ 



養成

ぐ

ぐ

※条件… 1 日 6 時間、月 2 0 日間勤務

酎
t

_

1
1

,. 
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船橋市内の保育

3ぢの支援 竺；五詈；：
.. .-, 

ふなばし手当あります
”市内の私立保!l'III、認定こども111-~'煩擾俣育事景所に勤積すると-ta与の上景せ

として且量V.,ili!l!I'.舅専臀冑7M~P1!*1t亭胃朽町8叩枷手当が
、 ありまT. (名侶育鬱愕から手当として支鯰されまT. )



実際に会ってもらう

0年2回 (9 月、 12月）開催

0船橋市保育協議会（私立園団体） ＊
ハローワーク船橋と共催

0各園個別ブースでの職場説明等(9
月）、求人内容説明・面接等 ( 12 月 ）、
ハローワ—クによる就職相談

.-~"j:, I~-~:.:,~:, 当日参加自由

,'Af)人 ,.

砧6人((※9月

⑥保育士就職支援研修:A

〇年2回 (9月、 12 月 ） 、おしごと相談会
と同且（午前吏）、同会場にて開催

l.. 0ハローワマク職員による就朦支援
ヽI t.'.,'i•,; 点、,; 糾庫などJ保育士としての就職に結び
11 ・：~:<:,;,\':/,, つけ＿る研修会を実施

※保育士の定着率…止める方が多い（結婚、出産を期に）

-12 -



⑦保育職場復帰支援実習

芝
一―

~
-

.ｭ
~
 

※潜在保育士の再雇用…難しい

(28年度研修テーマ）
•いま、求められる保育の質
・心と体のセルフケア
・伝わる文章の書き方研修
・後輩を持つ保育士のためのコーチング研修

H27年度参加看 22~人
H28年度参加奢 339人※4回合

-13 -
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⑨保育土のそどもの優先入所

※H27.ilから実施

0市内の保育所等に勤務する保育士の
子どもの保育所等の利用調整において
加点を行う 。
01 日 6時間以上、月 20日以上勤務の場合

⇒6点加点（上記未満の場合は凶魚）

（例 ） 父母ともに常勤、育児休業明けの場合
10+10+2垣＝麟

/ 
し

保育士確保策の成果
0保育士数の増加
·狐立●冑●

c
 

平成26年 I q.,Jilv年

OI d 

◄ 9ヽ 3

8;0 

4,858 

711
-
3
 

冒
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俣育土確保策c_(Jl成果
(i)保育士不足による待機児童数の減少
※公立の例、市基準ベース
平成27年4月 288名 （保育士85名不足）_..._ 
平成28年4月 32名 （保育士15名不足）_........_ 
平成29年4月 ~' 9名~(保育士 8名不足）

C>l ,' 

※平成 2 9 年 4 月時点でも 8 1 名（市基準で 3 7 9 名）の待機児童がいる。

現在も、解消に向け取組を継続中

※保育所の 民間委託 （公立 2 7 園）

議員より指定管理へとの話しはあるが、 待機児童解消が優先課題

c_-_: 
3 考 察
船橋市では、認可保育園への入園を希望しても入れない「待機児童」が千葉県で最多、

全国ワースト 2 位の現状を解消するためあらゆる手立てを用い解消に努めてきた。
まずは、施設の拡充であるがて園児定員が増える一方で、増加に見合う保育士の確保

が課題となる。地城内争奪を避けるため、保育士の家賃負担を一定の条件下でゼロにす
る補助制度を新設し、他市を意識した優遇策を複数用意し取り組んできた。
また、「ふなっし一」にも協力を求めてパンフレ ッ トを作り、他県の 学生等への働き

かけを強めるなど、「魅力ある船橋の保育園」を広く呼びかけてきた。
さらに船橋市は、私立の新設・既存保育施設が保育士不足に陥らないよう (1) 保育

士の負担がゼロになる家賃補助 (2) 修学資金貸付 (3) 給与上乗せ補助の支援制度を
準備し、船橋の保育園で働くよう、市外からの呼び込みを図っている Q

［家賃補助」は、市内私立保育園など事業所が保育士のためにアパートなどを借り上

げた場合、月額 8 万 2 千円までを事業所に支払う制度である。国と市が半額ずつ負担す
る「保育士宿舎借り上げ支援事業」で 、同額までの部屋なら事業所・保育士とも実質負
担はゼロとなる。常勤で雇用後 5 年目までの保育士が対象者となる。

-15 -



また、「修学資金貸付」は 2 o, 1 5 年度から始まった制度で、保育士養成施設で学ぶ
全期間を限度に、月額 3 万円を貸し付ける制度である。卒業後すぐに市内保育施設に就
職した場合; 貸付期間と同期間以上勤務すれば全額返還が免除される。

2 Q 1 5 年度は募集した 2 0. 人を大幅に上回る 3 ,3 人の応募があり、市は急きょ希望
者全員に貸し付けを決めた。

さらに「給与上乗せ補助」は、私立保育園保育士の給与に年額で最大 3 6 万 5 9 0 0 

円を上乗せする制度である。市が事業所に補助金を交付し、事業所が「手当」として保
育士に支給する。補助額が分かりやすいため、保育士養成施設の学生らに「船橋手当 l
として歓迎されている。

これら他市を上回る船橋での保育士優遇算t を紹介するため、市は「ふなっしー」を表
紙にしたパンフレット 5 千部、ポスタ'-- 2 種類計 3 3Q  0 部を作成し、関東近郊の保育
士養成施設に配布するほか、市内各関係施設にも掲示して「船橋の保育園」の魅力をア
ピールし、保育士の大量確保を狙い、子育て支援の充実を図っている。

r t 松戸徹市長は「家賃補助など保育士が勤めたいと思う理想的環境を整え、 1 人でも多
函9 くの保育士を確保したい」と強調している。

説明をいただいた船橋市子育て支援部保育認定課長丹野誠氏によると、全国ワースト

2 位を返上するため、市長が先頭となり、市の関係部局、財政部局等も含め、全庁をあ
げて待機児童解消に向けた取り組みを進め 、てきたとのこと。

財政的な支援もあり、様々な手立て及び対策を打つことができ、大幅な待機児童の減
少が実現できているとのこと q しかし、まだまだ多くの待機児童がおり、今後も継続し
て取り組みを進めてい＜必要があるとのこと。
郡山市においても、船橋市に習い、待機児童解消に向け、財政的な支援も含め、あら
ゆる対策を早急に図ってい＜必要がある。

4 調査の様子

船橋市庁舎内 鈴木和美船橋市議会議長
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船橋市子育て支援部保育認定課長
丹野誠氏

飛田会長挨拶 , 

[ ｷ. 
（飛田会長、八重樫幹事長、飯塚）

.ｷ;., .} 

船橋市役所玄関

課長補佐 鈴木議長より

松浦年洋氏

調査風景

船橋市役所玄関に で
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~~ 機児童鱈爛 ""' アク上 4
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/— —— 
／本市の保育所待機児童数の現状 ＼• : ;;:~ 正？〗

1
9
 <オ:'r澄兄章数増加の主な要因>

'] I全市的な保存”妥のポ加

".t字 II減直0"） 人口は汲少している（前年度比

1.2%1"; が一方で社臼需要 1む市内全坂て躇加（甘i

ii. J茎比 3.9%JI ) ,

平成27年 6月 28

船溝市 旺隕瑶祉忌子百て支援部 子とも政策課・ ~j:'j課

...................................................................... 
. 匹の加逮化》 l • 可景冑所• IJ濃鑽嶽冑・鑽の効寧

j 待様児童の大半を占める.L2羞児の付憬兒菫 i 
; , 1 b 、＼分（平成 27 年度現在）の淑保を 27·2ii ·

: 0需費に応じた効半的な尋偏·を行うため、 特に待II兒重の
: 多い地域が最優和「優年翼箪地土として定め、 事業

; #:~Ct) 清保: el 炉紺 として設定し ます。・ ( 0~5 歳 ：: 者を選定します．
: で I:.. 姓江'.: OC:O). 分（り） の保育の枠を整此） ；

g二虞言言
丞二
： ；え最大約 2,000 人と 1ま ・・・
: 1- 2 歳児 7 1 5 人分を定員 90 人凩Jll の記可保1.1 p}rrJ') ' 

: みで潰保す Q I;. した湯合に必曇となる 0-5絨C)整儡lJ: : 
..................................................................... , 

.;  • 

; 市の·置録口所瓢魔の鉱充
: 0市が定める迅準を潔たす！認証保百所J制度の拡

i 充を図I）、 曼患丑四磋ぽ入や配？製汽芭箕位む
; 匹移行を追ぬまを
; ※ 27年月より認証保背所1こ通 う通函児襦助念をJt四 ; 

新立に比ぺ俎期間で聞設が : 
ロ~二三三］

i-J能な・貨貸物件を活用 し た ; '霞ことも●への糧行支纏
: 0既存の3~5紐の定公を活用し、新たな保育の枠

整傭や、 随時の 自主整備を受 ：: 確が可能となる幼椿困の認元.:.とも極,,•.• の移
け付け 、 スビード感を行ユ!; ¥ 11'~ 支援・促進します。
塾盟を行います． : 

の定員拡大 i 幼躙冒における→剛員かり•鑽叫直
f O磁直在園児の一時和か り 布棠を推進 し、 B
i 坦年.lEZ窓．和氾立叫埠叫叩辺 を
¥ Iまかりますe

: o実施日や預か り 時rrlj等の 一定の要件を滋たす
園1:: • .-fj独白·-c 上染サ lfl!!tり を行 います．

〇新たな整僅を伴わず待濃児

' ，、 意鯰消 I ::即効性のある既存

疇'.ー 施設の定且の増負について、
私立認可保百所 と 図)I))に柏

頃を行います．

乏）大 ・ 中規隕マンション開発のお均
大紐慢マンシ ヨ ンのほか． ＇中紐墳のマンシ 3 ンや

宅地閉央か急珀し、 ． 局地的 1::子白 て 1仕帝が増；j且 ．

迄） 4 月 の 供給泣<需疾の伸び

ー e!lll!) :tl遵延等で 4 月砕点の受入枠咽加数がi足 f:J

~-髪の （＇収 びを下回っ た，

w、保育士の不足を要囚とした待棟者増

沫有J: の不足 を姿囚と しへ誌可定H までの受，入れ

ができ ないこと 1こ ,:: る 符桟名が増加 し た "

(UJII内噂冑
船掃市内の保百所等への各謂就は促追事業を実施 し ます、

《保冑土不足を璽因とした轡欄の鰯漏》；
；嶽冑士の処遍改轡

〇公立保百所において、 保賣工の不足によ り ; 〇市内禄百所等で働 く 保吉士の
;J;.r:,~ 定月ぷ：：·IT! 受．入れがてきないここに : 処遇改善を図 ります．

j・ い待屯名が増双, L ている ため、且且ナの

”サ訂翌?.!:;..~きr塁を実施 します：
- - ―・,. (偉冑士●偏キャラバンの賓鯛 して い て 、 将来船鳩市内の

: 0保育士衰成校に 出向 き 、 卒祭後 瀑讚園で慟< .I息のあるi の就口先と して船樟市内の保 方に 、 峰学資会の貸付を行
百困を ご案内する 保育士碕i? い まする

犀--
賃付鯛震

指定保訂士狸成校に在学

鼻冑珊蝙置 だめの●重g

保百現場か ら離れてプランクが
ぁるため 、 ・1ヽ 安感力'. .,~.t· 労 1-iふみ

切れなし保脅土貪格 !-:ti'.J 方 の た

・ め に、 保育困の閲培体験や見学全

を実施する こ とで現場の雰曲気を

知 っ てもら い． 出就裏につなげる

お手伝いをしま す。




